
　　　　５月下旬 ①

　＊１）高知県内の総合型地域スポーツクラブに送付

　

　　　　６月中旬 ②

　＊２）６月１６日に受付終了
　　　　　☆令和５年５月～令和６年３月の事業が対象

　＊３）申請内容ヒアリング
　　　　　☆必要に応じてヒアリングを実施

　　　　７月上旬 ③

　　　　７月上旬 ④

　　　　７月中旬 ⑤

　＊４）事業着手（５月着手可）
　　　　　☆対象経費は、別紙「スポーツ振興助成事業対象経費の基準
等」参照のこと

⑥

　＊５）事業着手前の助成金交付請求
　　　　　☆別紙「概算払請求書」を提出のこと

　　　　　　　  ☆当該事業の内容、又は経費の配分を変更の場合
　　　　　　　　　　　  （対象経費の２０％を超える変更等）
　　　　　　　　　　　　 （要綱第８条参照）

　　　　　　　　　☆必ず事業着手前に承認を得ること

⑦ 　　　　　　　　　　　　　　

　　　☆事業終了後３０日以内、令和６年３月の開催事業は

　　　令和６年４月１０日までに提出すること

⑧

⑨

※①③④⑤⑨及び「変更承認通知」は当財団業務

令和５年度スポーツ振興助成事業　スケジュール

〔事務処理フロー〕

（随 時）

スポーツ振興助成事業募集要項等送付

審査会で審査

助成金交付決定通知

概算払請求書提出

変更承認通知

請求書提出

助成金交付

交付対象者説明会

助成金交付申請書提出

実績報告書提出

変更承認申請書提出


